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第３期「奨学金制度改善・教育費負担軽減」運動

教育費負担軽減・
奨学金制度改善に向けたアピール
に対する、団体賛同・個人署名の取り組みについて

労働者福祉中央協議
会

別紙3



　
　

【これまでの取り組み（2015年～）】
教育費負担と奨学金の問題への取り組みをスタート
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教育費負担の軽減と奨学金制度の拡充に向けて

304万筆の署名簿を前に挨拶する神津里季生会長（当時） （2016年） 衆議院文部科学委員会で意見陳述する花井圭子事務局長（当時）（2017年）

キックオフ集会で講演する 大内裕和 教授（2015年）

　 2015年より中央労福協は、社会的な問題となっていた教育費負担と奨学金の問題への取り組みをスター
ト。奨学金問題対策全国会議などと連携しながら、 給付型奨学金制度の導入、貸与型奨学金制度の改善 （有
利子から無利子への転換）、教育費負担の軽減を求めて活動を展開した。
　 また、全国のライフサポートセンターで奨学金返済に関する相談対応ができるよう、 奨学金問題相談員養成
研修を実施するとともに、2018年から2021年まで全４回、全国一斉での電話相談会を開催した。

アンケート調査 アピール賛同 署名活動 当事者の声

団体賛同　4,987
個人賛同　7,023
国会議員　147

▼
国会等でアピール！

3,038,301筆

当時の世耕内閣官房
副長官、馳文部科学大
臣 にそれぞれ 提 出 し
た。

1,000件以上の声
が集まる。寄せら
れた声を国会等を
通じて政治に届け
た。

中央労福協事務所での相談対応の様子（2020年）

研修会で講師を務める　岩重佳治 弁護士

給付型奨学金制度、所得連動型返還制度が実現
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私とあなたができること 高等教育費の負担軽減を求めよう

【今回の取り組み】
「教育費負担軽減・奨学金制度改善に向けたアピール」への賛同を
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私とあなたができること 高等教育費の負担軽減を求めよう

「教育費負担軽減・奨学金制度改善に向けたアピール」への賛同を
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取り組み背景①

「教育費負担軽減・奨学金制度改善に向けたアピール」への賛同を
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取り組み背景②

「教育費負担軽減・奨学金制度改善に向けたアピール」への賛同を
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取り組み背景③

「教育費負担軽減・奨学金制度改善に向けたアピール」への賛同を



　
　

8

団体賛同の方法等

「教育費負担軽減・奨学金制度改善に向けたアピール」への賛同を



　
　

9

個人署名の方法等

「教育費負担軽減・奨学金制度改善に向けたアピール」への賛同を
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２つの研究チームを立ち上げ

（参考）教育費負担軽減へ向けての研究会

　 大学等修学支援新制度が始まって４年の見直し時期を見据え、漸進的な教育費無償化に向けた学費の軽
減、給付型奨学金制度の拡充を求めていくため、教育費負担軽減へ向けての研究会を立ち上げた。
　大きく ① 高等教育の漸進的無償化に向けて、② 公的奨学金事業の実施主体のあり方、ガバナンスの検
討、③ 学びと住まいのセーフティネットづくりに向けて、の３つのテーマを柱として、研究を進めている。

主査　大内 裕和　氏　（武蔵大学人文学部教授、教育学・教育社会学）

委員　小澤 浩明　氏　（東洋大学社会学部社会学科教授、教育社会学）

委員　山田 哲也　氏　（一橋大学大学院社会学研究科教授、教育学・教育社会学）

委員　栗原 和樹　氏　（一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程、教育社会学）

委員　南部 美智代　　（労働者福祉中央協議会 事務局長）

主査　大内 裕和　氏　（武蔵大学人文学部教授、教育学・教育社会学）

委員　稲葉 剛　氏　（立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科客員教授、つくろい東京ファンド代表理事）

委員　藤田 孝典　氏　（聖学院大学客員准教授、NPO法人ほっとプラス理事）

委員　小田川 華子　氏　（公益社団法人ユニバーサル志縁センター理事、東京都立大学非常勤講師）

委員　南部 美智代　　（労働者福祉中央協議会 事務局長）

● 高等教育費負担軽減へ向けての研究チーム 　（2022年4月～2023年3月）

● 学びと住まいのセーフティネット研究チーム 　（2023年4月～2024年予定）

教育費負担軽減へ

向けての研究会
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高等教育費の漸進的無償化と負担軽減へ向けての政策提言

（参考）教育費負担軽減へ向けての研究会

　「高等教育費負担軽減へ向けての研究チーム」は2023年3月8日、文部科学省内で記者会見を開き、提言を発表した。

1. 大学・短大・専門学校の授業料を現在の半額とする。

2. 大学等修学支援法の対象者を中間所得層まで拡大する。支援対象の上限を現在

の標準世帯（ 4人世帯）年収 380万円から、標準世帯（ 4人世帯）年収 600万円まで

拡大する。支援対象の年齢制限は撤廃し、すべての年齢を対象とする。

3. 貸与型奨学金について「有利子から無利子へ」を加速化する。

高等教育進学率 80%、人生100年時代、そして急激な少子化 という状況下で、希望するすべての人の高等教
育を受ける権利を保障し、平等で各人が自由に幸福を追求できる社会を実現するための教育費負担軽減へ向
けて、以下の７つを提言します。

記者会見で政策提言について説明する
研究会主査の大内裕和教授（武蔵大学）
＝2023年3月8日、文部科学記者会
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高等教育費の漸進的無償化と負担軽減へ向けての政策提言

（参考）教育費負担軽減へ向けての研究会

4. 給付型奨学金を拡充し、「貸与から給付へ」を加速化する。大学院修士課程・博

士課程学生にも給付型奨学金を導入する。

5. 貸与型奨学金制度の改善を実行する。具体的には人的保証の廃止、延滞金の

廃止、猶予期限の撤廃、所得連動返還型奨学金の改善を実現する。あわせ

て、奨学金返済への税制支援など、既に返済している方々への負担を軽減す

る。

6. 高校卒業生や社会人を対象とする職業教育の充実を図る。具体的には国公立

の職業訓練校の拡充（校数増・定員増）を実現する。

7. 全国の人口 50万～100万人以上の都市・自治体に、職業訓練（資格取得）と進

学のニーズを満たす公立のコミュニティ・カレッジ（短大）を設置する。

本論

補論・資料

詳
し
く
は
右
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧

く
だ
さ
い
。
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高等教育費の漸進的無償化と負担軽減を考えるシンポジウム

（参考）政策提言を受けての労福協の取り組み

　 教育費負担軽減へ向けての研究会からの提言を受け、中央労福協では政
策提言の学習用リーフレットを制作、また「高等教育費の漸進的無償化と負担
軽減を考えるシンポジウム」をオンライン開催した。

リーフレット

YouTube動画としてArchive配信！
だれでも自由に視聴ができます。

そのまま学習用の動画教材 となりますので、

各組織での学習・啓発活動にお役立てください。

生配信も
Archive配信も
視聴はこちらから
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もう悩まないで。奨学金返済Ｑ＆Ａ

（参考）奨学金返済当事者に寄りそうガイドブックを制作

　返済に不安や困難を抱えている方に、負担を軽減する糸口を見つけてもら
い、公的機関や専門家等への相談につなげること、またこれから利用する
方や返済が始まる方に、制度を正しく理解し、奨学金を有効に利用してもら
うことを目的として、「もう悩まないで。奨学金返済Q&A」を制作した。
　奨学金に詳しい弁護士の岩重佳治氏監修のもと、救済制度や法的な対処
方法等、当事者に寄りそい、やさしく解説している。

スマホ版
公開中！

冊子版


